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の
用
に
供
し
て
い
な
い
資
産
が

　
あ
る
場
合
は
、固
定
資
産
と
し
て

　
課
税
対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、

　
減
少
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

「
e
L
T
A
X
」
に
よ
る
電
子

　
申
告
も
利
用
で
き
ま
す
。

▼
申
告
期
限
＝
令
和
６
年
１
月
31
日
㈬

※

郵
送
の
場
合
は
、
１
月
31
日
㈬

　
の
消
印
ま
で
有
効
。

　
税
務
課
資
産
税
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
２
２

　
ま
た
、
所
有
し
て
い
る
資
産
の

課
税
標
準
額
が
１
５
０
万
円
未
満

に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
で

も
、
事
業
用
と
し
て
使
用
し
て
い
る

間
は
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
申
告
の
方
法
等
、
詳
細
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
、

　
発
電
出
力
が
10
　
以
上
の
余
剰

　
売
電
ま
た
は
全
量
売
電
の
場
合

　
は
、
償
却
資
産
に
該
当
し
申
告

　
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※

事
業
の
休
廃
止
に
よ
り
、
事
業 

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
や
家
屋

以
外
の
事
業
用
資
産
を
い
い
、
固

定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
会
社
や
個
人
が
事

業
（
工
場
、商
店
、建
設
業
、ア
パ
ー

ト
経
営
、
農
業
等
）
の
た
め
に
所

有
し
て
い
る
構
築
物
や
機
械
、
器

具
、
備
品
等
が
対
象
で
す
。

　
毎
年
１
月
１
日
（
賦
課
期
日
）

現
在
で
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
方
は
、
地
方
税
法
の
規

定
に
よ
り
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

令
和
６
年
度
償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）

の
申
告
を
忘
れ
ず
に

加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
前
に
亡

く
な
っ
た
場
合
は
、
死
亡
一
時
金

が
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
支
払
っ
た
保
険
料
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
等

の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
保
険
料

の
補
助
が
あ
り
ま
す
。

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
９
３

金
の
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除

く
）
ま
た
は
、
年
間
60
日
以
上
農

業
に
従
事
す
る
65
歳
未
満
の
方
で

国
民
年
金
任
意
加
入
者
の
方
は
、

ど
な
た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

・
安
定
的
な
財
政
方
式
で
あ
る
積

立
方
式・確
定
拠
出
型
の
年
金
で
す
。

・
保
険
料
は
月
額
２
万
円
か
ら
６

万
７
千
円
ま
で
（
35
歳
未
満
で
一

定
の
要
件
を
満
た
す
方
は
35
歳
到

達
ま
で
１
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
）

の
間
で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
決

め
ら
れ
、
い
つ
で
も
見
直
せ
ま
す
。

・
年
金
は
終
身
受
給
で
き
ま
す
。

　
農
業
者
が
加
入
で
き
る
農
業
者

年
金
は
、
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）

に
上
乗
せ
す
る
公
的
年
金
で
あ

り
、
た
く
さ
ん
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。

〈
制
度
の
特
徴
と
メ
リ
ッ
ト
〉

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す

る
60
歳
未
満
の
方
で
、
国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
の
方
（
国
民
年

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

せ
く
だ
さ
い
。

▼
貸
付
金
融
機
関

・
千
葉
銀
行
大
網
支
店

・
京
葉
銀
行
大
網
支
店

・
千
葉
興
業
銀
行
東
金
サ
ン
ピ
ア

支
店

・
銚
子
信
用
金
庫
東
金
支
店

・
房
総
信
用
組
合
本
納
支
店

※

融
資
を
希
望
す
る
方
は
、
金
融

　
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
商
工
観
光
課
振
興
班

　☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
５
６

　
中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
化

や
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、

千
葉
県
信
用
保
証
協
会
と
地
域
金

融
機
関
と
連
携
し
て
運
営
し
て
い

る
融
資
制
度
で
す
。

　
市
内
の
中
小
法
人
お
よ
び
個
人

事
業
主
へ
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
融
資
を
受
け
た
事
業
者
へ

利
子
補
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
融
資
制
度
の
概
要
や
貸
付
要
件

等
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
問
い
合
わ

頑
張
る
中
小
企
業
を
資
金
融
資
制
度

で
応
援
し
ま
す

　
取
り
壊
し
を
行
っ
た
年
度
は
そ

の
ま
ま
の
課
税
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

〈
注
意
事
項
〉

　
住
宅
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、

住
宅
用
地
に
対
す
る
特
例
措
置
が

適
用
さ
れ
な
く
な
り
、
翌
年
度
か

ら
土
地
の
固
定
資
産
税
の
税
額
が

上
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
・
　
千
葉
地
方
法
務
局
東
金

　出
張
所

　
☎
０
４
７
５（
５
２
）２
４
０
２

　
税
務
課
資
産
税
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
２
２

確
認
く
だ
さ
い
。
法
務
局
で
滅
失

登
記
の
申
請
を
し
て
い
た
だ
く

と
、
市
に
そ
の
旨
が
通
知
さ
れ
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
滅
失
処
理

を
行
い
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の
状
況
で

課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
家

屋
を
取
り
壊
し
た
翌
年
度
か
ら
課

税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

〈
登
記
し
て
い
な
い
家
屋
〉

　
登
記
し
て
い
な
い
家
屋
を
取
り

壊
し
た
場
合
は
、
税
務
課
に
家
屋

滅
失
通
知
書
の
提
出
が
必
要
に
な

る
た
め
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
登
記
し
て
い
る
家
屋
〉

　
登
記
し
て
い
る
家
屋
を
取
り
壊

し
た
場
合
、
滅
失
登
記
が
必
要
に

な
る
た
め
、
手
続
き
に
つ
い
て
千

葉
地
方
法
務
局
東
金
出
張
所
に
ご

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

問申

問

問

問 市営住宅の入居者募集
▶募集住宅＝東宮谷市営住宅（大網2907番地5）
▶建物概要＝鉄筋コンクリート３階建（65.1㎡／戸、平成
11年築、都市ガス、水洗トイレ）※エレベーター無し。
▶募集戸数＝１戸（2階、３ＤＫ）
▶家賃＝２１,１００円～４１,４００円
※月収によって決まります。
▶入居可能日＝令和６年２月1日㈭以降
▶入居資格
①同居している親族または同居しようとする親族がいること。
※60 歳以上、DV 被害者、障がいのある方などは規定　
の要件を満たせば単身入居可。
②月収が15万８千円（条件により21万４千円）以下であること。
※月収の計算方法＝（世帯の年間総所得額－公営住宅法　
による控除額）÷12。
③現に住宅に困窮していることが明らかであること。
※申込受付後、住宅困窮についての実地調査を行います。
④申込者または、同居しようとする者が暴力団員でないこと。
▶申込方法＝都市整備課で市営住宅入居募集案内、入居
申込書を配布します。市営住宅入居者募集案内の入居資格
を確認し、入居申込書に必要書類を添付して都市整備課
に持参してください。
▶申込締切＝12月15日㈮17時15分まで
▶選考方法＝申込者複数の場合は、市営住宅入居者選考
委員会で決定します。
　詳細は問い合わせください。
　・　 都市整備課都市計画班　☎０４７５（７０）０３６４

東金市外三市町清掃組合
令和５・６年度

入札参加資格審査申請書の追加受付
　東金市外三市町清掃組合が発注する建設工事、
測量・建設コンサルタント、委託、物品購入の入
札参加を希望される方を対象に、令和５・６年度
入札参加資格審査申請の追加受付を行います。
▶受付期間＝令和６年１月15日㈪～２月２日㈮
▶申請方法＝郵送または持参
※要領や申請書類は組合ホームページより取得でき
　ます。　
　・　東金市外三市町清掃組合総務課　
　 ☎０４７５（５５）９１３１

ガスストーブ・ファンヒーターを安全に使いましょう

問

　ご使用の際は次の点に注意して、正しく安全に使用しましょう。

〈ガスメーターの点滅について〉
　マイコンメーターの機能の一つとして、ガスの流量を常時監視し30日間連続してガスの流れが発
生していると警報表示として、赤ランプが点滅してお知らせする内管漏洩検知警報機能があります。
　ガス漏れ以外でも給湯暖房器（床暖房、連続運転の給湯器）や種火式の機器等の連続使
用により30日間でガスの流れが常時検出された場合に警報表示機能が働きます。
　この場合、１時間以上、家全体のガスを止めることで警報表示が解消されます。
　点滅が消えない場合は、ガス漏えいの疑いがあるため、ご連絡ください。

市営ガスは、家計にも環境にもやさしい県産天然ガスを供給しています（供給しているガス種は12Ａです）。
ガス事業課　☎０４７５（７２）１１３１

・１時間に１～２回程度、窓を開
けるなどして新鮮な空気に入れ
替えましょう。

・ファンヒーターの
フィルターはこまめ
に掃除しましょう。

・器具の周辺に燃えやすいものは置かない
でください。また、小さなお子さんのい
る家庭ではやけどなどに注意しましょう。

火災の原因になります。 低温やけどになる恐れがあります。

申 問

農業用資材の価格高騰の影響を受ける
農家の皆さんを支援します

◇千葉県農業用生産資材価格高騰緊急支援事業
　千葉県では、農業用生産資材の価格高騰の影響を受ける農業者の皆
さんに給付金を交付します。
▶内容＝直近の決算書類における「生産資材費」の1割（上限 20万円）
※生産資材費＝種苗費、農具費、農薬衛生費、諸材料費。
※個人事業主の場合、原則として青色申告を行っている場合が対象です。
※直近決算における生産資材費が20万円以上の農業者に限ります。
▶申請期間＝12月15日㈮まで
※令和５年１月１日以降に営農を開始した認定
　新規就農者は、令和６年１月31日㈬まで
　 千葉県農業用生産資材支援事務局
 　☎０１２０（９８５）１２４  〈㈯・㈰・
　 祝日・年末年始を除く平日10時～19時〉

問

申 問
問

▲特設サイト
（県ホームページ）

住宅用設備等
脱炭素化促進事業
補助金の申請受付は
終了しました

　今年度の補助金申請受付は、予
算額に達したため終了しました。
　令和６年度の補助金については、
令和６年５月からの受付を予定して
います。詳細が決定次第、ホームペー
ジや市広報紙にてお知らせします。
　 地域づくり課環境対策班
　 ☎０４７５(７０)０３８６

kw
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　千葉県警察では 12 月10 日㈰か
ら翌年１月３日㈬までの間、「年末
年始特別警戒取締り」を実施しま
す。千葉県警察では、パトロール
や交通取締りなどを強化しますが、
帰省や初詣などで家を空けがちにな
ることから、皆さんも犯罪の被害に
遭わないよう注意して、楽しい年末
年始を過ごしましょう。
◇侵入窃盗（空き巣・忍込み）に
注意しましょう
〈主な特徴〉
・千葉県は侵入窃盗の多い県です。
・主な侵入口は、「出入口」や「窓」です。
・侵入方法は、「窓ガラスを割り解
錠する」ほか、「無施錠箇所」が多
いです。

安全安心コーナー 東金警察署管内
安全・安心キャラクター

「とうがめくん」
●12月の移動交番車開設日予定

開設場所 開設
予定日 開設時間

6日㈬
20日㈬
13日㈬
22日㈮
4日㈪
18日㈪
7日㈭
19日㈫
7日㈭
22日㈮
5日㈫
19日㈫
1日㈮
5日㈫

14時～15時
14時～15時

10時～11時 30分
14時～15時

10時～11時 30分
10時～11時 30分
14時～15時

10時～11時 30分
14時～15時

10時～11時 30分
14時～15時
14時～15時

10時～11時 30分
10時～11時 30分

セブンイレブン
季美の森店
ケーヨーＤ２
大網永田店

主婦の店
大網店
農村環境
改善センター
いずみの里
みどりが丘
自治会館

ショッピング
センター アミリィ
大網白里市役所
大網病院

「年末年始特別警戒取締り」を実施します

　
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
で

も
、
国
保
を
離
脱
す
る
手
続
き
は

自
動
的
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
14

日
以
内
に
市
民
課
ま
た
は
白
里
出

張
所
に
届
出
の
上
、
保
険
証
を
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
物

・
国
民
健
康
保
険
証

・
加
入
し
た
健
康
保
険
の
保
険
証

・
該
当
者
全
員
分
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
わ
か
る
も
の

・
本
人
確
認
書
類

▼
手
続
き
で
き
る
方
＝
本
人
も
し

く
は
同
一
世
帯
の
方
（
別
世
帯
の

方
は
委
任
状
が
必
要
で
す
）

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康

保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

　
医
療
機
関
・
薬
局
等
で
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康
保
険
証

と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。利
用
に
は
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。詳
細
は
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
」〈
☎

０
１
２
０（
９
５
）０
１
７
８
〉に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
課
国
保
班
　

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

◇
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
際
は
、

保
険
証
を
正
し
く
提
示
し
ま
し
ょ
う

　
医
療
機
関
等
は
医
療
費
の
請
求

先
を
保
険
証
等
で
確
認
し
て
い
ま

す
。
保
険
証
の
確
認
は
通
常
、
月

に
一
度
し
か
求
め
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
月
の
途
中
で
社
会
保
険
に
変

わ
っ
た
場
合
、
必
ず
新
し
い
保
険

証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
保
険
証
は
資
格
喪
失
日
（
社
会

保
険
加
入
の
場
合
は
加
入
日
、
市

外
へ
の
転
出
の
場
合
は
転
出
日
）

以
降
は
無
効
と
な
り
、
使
用
で
き

ま
せ
ん

　
社
会
保
険
の
加
入
日
や
転
出
日

以
降
に
国
民
健
康
保
険
を
使
用
し

て
受
診
し
た
場
合
、
市
が
医
療
機

関
等
へ
支
払
っ
た
医
療
費
を
返
還

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
万
が
一
、
無
効
な
保
険
証
等

で
受
診
し
た
場
合
は
、
受
診
し
た

医
療
機
関
等
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
社
会
保
険
加
入
後
の

対
応
は
、
加
入
し
た
社
会
保
険
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
国
民
健
康
保
険
離
脱
の
届
出
は

速
や
か
に

国
民
健
康
保
険
の
適
正
利
用
を

お
願
い
し
ま
す

中
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

▼
意
見
の
提
出
方
法
＝
所
定
の
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
持
参
、

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
の
い

ず
れ
か
で
提
出
。

　
詳
細
は
、
閲
覧
場
所
に
備
え
付

け
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

要
領
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※

電
話
で
の
意
見
の
受
け
付
け
、

　
個
別
回
答
は
で
き
ま
せ
ん
の
で

　
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
令
和
６
年
度
か
ら
８
年
度
を
期

間
と
す
る
「
第
９
期
高
齢
者
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
素

案
）」
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
意
見
を
計
画
策
定
の
参
考
と

す
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
し
ま
す
。

▼
閲
覧
・
意
見
受
付
期
間
＝
12
月

11
日
㈪
〜
1
月
10
日
㈬

▼
閲
覧
場
所
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

高
齢
者
支
援
課
、本
庁
舎
受
付
行

政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
白
里
出
張
所
、

高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

（
素
案
）へ
の
意
見
を
募
集

て
い
ま
す
。
本
年
も
12
月
４
日
㈪

か
ら
10
日
㈰
ま
で
の
１
週
間
を

「
第
75
回
人
権
週
間
」
と
し
て
、

関
係
機
関
の
協
力
を
得
て
各
種
啓

発
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
が
、
人
権
問
題
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
て
い
る
こ
と

や
子
ど
も
の
い
じ
め
問
題
な
ど
の

悩
み
事
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
次
の

連
絡
先
ま
で
遠
慮
な
く
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◇
法
務
局
人
権
相
談

〈
全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

（
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
）〉

　
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

〈
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
〉

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

〈
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
〉

　
☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

▼
受
付
時
間
＝
平
日
８
時
30
分
〜

17
時
15
分

　
千
葉
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎
０
４
３（
３
０
２
）１
３
１
９

　
国
連
は
、
世
界
人
権
宣
言
採
択

を
記
念
し
て
、
採
択
日
の
12
月
10

日
を「
人
権
デ
ー
」と
定
め
、加
盟

国
に
対
し
、
人
権
擁
護
活
動
を
推

進
す
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　
法
務
省
お
よ
び
全
国
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
、「
人
権
デ
ー
」

を
最
終
日
と
す
る
１
週
間
を
「
人

権
週
間
」
と
定
め
、
世
界
人
権
宣

言
の
意
義
を
訴
え
る
と
と
も
に
人

権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め

　
申
請
は
、
令
和
６
年
１
月
４
日

㈭
か
ら
高
齢
者
支
援
課
で
受
け
付

け
ま
す
。

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
・
　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
５

　
確
定
申
告
等
で
、
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
で
な
い
方
で
も
、
手
帳

保
持
者
に
準
じ
た
所
得
税
・
住
民

税
の
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
介
護
保
険
の
認
定
を

受
け
て
い
る
方
で
一
定
の
要
件
を

満
た
し
た
方
に
対
し
、
申
請
に
よ

り
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
発
行
し
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
に
よ
る

障
害
者
控
除
認
定
書
の
発
行

・
申
請
者
ま
た
は
代
理
人
の
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）

　
・
　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

　
市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
お
よ
び

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
亡

く
な
ら
れ
た
場
合
、
市
民
課
で
手

続
き
を
行
う
こ
と
で
、
葬
儀
を

行
っ
た
喪
主
の
方
へ
葬
祭
費
と
し

て
５
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
被
保
険
者
証

・
喪
主
の
方
が
確
認
で
き
る
書
類

（
会
葬
礼
状
ま
た
は
葬
儀
の
領
収

書
等
）

・
喪
主
名
義
の
通
帳

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
、

国
民
健
康
保
険
の
葬
祭
費

12
月
４
日
〜
10
日
は
人
権
週
間
で
す

　病気や高齢による体力の低下などの理由で、介護が必要
となり、介護サービスを利用する場合は、申請が必要です。
　介護保険のサービスは、満40歳から申請できますが、64
歳までは、特定疾病と診断された方のみが対象となります。
　介護申請し、要支援または要介護の認定を受けた方は、
介護サービスが利用できます。
◇ご自宅で介護保険のサービスを使いたい時
　訪問・通所介護サービス、通所リハビリや福祉用具貸与・
購入等、いくつかのサービスを組み合わせて使うことができ
ます。利用する場合には、ケアマネジャーに相談しましょう。
◇介護保険の施設に入所を希望する時
　特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホームな
どの介護保険施設は、介護度により入所できる施設が異な
り、認定が出てから入所の申し込みとなります。
　介護保険は申請をしてから認定結果が出るまでに２か月程
度の期間を要します。今後介護が必要になる場合や、介護
サービスを利用したい場合は、早めに地域包括支援センター
にご相談ください。
　 地域包括支援センター　☎０４７５(７０)０４３９
　 在宅介護支援センターおおあみ緑の里
　 ☎０４７５（７３）５１４６
　 在宅介護支援センター杜の街　☎０４７５（７０）１６６６

問

問

地域包括支援センターだより
～介護保険サービスについて～

国民年金保険料は口座振替・クレジット
カード納付が便利でお得ですね ん き ん ナ ビ

　国民年金保険料の納付には、口座振替・クレジットカード納付
が利用できます。
　口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することで月々
50円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「６
か月前納・１年前納・２年前納」があります。口座振替を希望の方は、
納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参の上、希望
する金融機関、市役所または年金事務所へお申し出ください。
　クレジットカード納付は、当月分保険料を当月末にクレジットカー
ド会社が立替納付します。「６か月前納・１年前納・２年前納」
は現金納付と同じ割引額となり、納め忘れが無いので便利です。
クレジットカード納付を希望の方は、年金手帳、クレジットカード
を持参の上、市役所または年金事務所へお申し出ください。
※カード名義人が本人・配偶者以外の場合は、カード名義人の同
　意書の提出が必要となります。
　・　 千葉年金事務所　☎０４３（２４２）６３２０申問

　
・
　
〒
２
９
９‒

３
２
９
２

　
大
網
白
里
市
大
網
１
１
５‒

２

　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
０
９

　
　
０
４
７
５（
７
０
）１
０
９
３

　
　korei@city.oamishirasato.

　lg.jp
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問

問

問 ◇
第
24
回
山
武
郡
市
ミ
ニ
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
秋
季
大
会

（
オ
ー
タ
ム
カ
ッ
プ
）
男
子

優
　
勝
　
み
ず
ほ
シ
ュ
ー
テ
ィ

ン
グ
ス
タ
ー
ズ

※
県
大
会
に
出
場
。

第
３
位
　
大
網
ロ
ケ
ッ
ツ

　
大
網
白
里
ア
リ
ー
ナ

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）５
７
０
８

コ
ス
モ
ス

　通
信

〈対策〉
・在宅時、不在時を問わず、出入
口や窓は施錠しましょう。
・窓は、防犯ガラスにしたり、防犯フィ
ルムを貼り付けたりしましょう。
・防犯カメラや防犯アラーム、セン
サーライトなどを利用しましょう。
・地域の協力で犯罪を無くしましょ
う。ご近所同士で、留守宅に訪問
者があったら、声を掛けましょう。
※防犯対策や防犯性能の高い建物
　部品については、千葉県警察の
　ホームページをご覧ください。（安
　全な暮らし→地域の防犯→侵入
　窃盗に注意）
　 東金警察署
　 ☎０４７５（５４）０１１０（代）

認定書


